
㍗

I: ･fE/;

葦

　

(

4

.

R

丁
-
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案
第
首
十
二
号

三
朝
町
国
民
体
育
大
会
開
催
革
金
条
例
の
設
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
皇
扇
町
観
民
体
育
大
会
肖
催
基
金
条
例
を
改
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
｣
ハ
条
警
視
の
規
定
に
ユ
タ
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
五
日
･三

朝

町

長

　

　

松
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村

　

　

高

　

　

庇

特
称
五
望
八
年
均
斉
槍
七
日
　
席
奪
可
決

三
朝
町
観
魯
鈍
長
名
港
畢
由
ノ
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三
朝
町
国
民
体
育
大
会
開
催
基
金
条
例

(
日
　
的
)

第
1
条
　
こ
の
条
例
は
､
地
方
自
治
鋲
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
窮
六
十
七
号
)
.
第
二
首
四
十
l
条
の
規
定

把
基
づ
き
/
'
三
朝
町
良
民
体
育
大
会
開
催
基
金
の
設
置
及
び
瞥
翠
に
軸
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
｡

(
設
　
置
)

第
二
条
　
第
四
十
固
国
民
体
育
大
会
を
開
催
す
る
に
伴
い
'
そ
の
運
営
及
び
運
営
の
た
め
の
埠
備
に
係
る

経
費
に
充
て
る
た
め
､
三
朝
町
国
民
体
育
大
会
錦
催
基
金
(
以
下
｢
義
金
｣
と
い
う
｡
)
を
設
態
す
る
｡

(

棟

立

て
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第
三
条
　
基
金
と
し
て
頼
み
立
て
.
 
Q
額
は
､
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
定
め
る
鶴
と
す
る
｡

(
管
L
遼
)

第
四
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
､
金
融
横
軸
(
の
預
金
そ
の
他
の
長
滝
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
ょ
少

こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
凌
ら
夜
い
.
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(
運
用
益
金
の
処
理
)

韓
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
t
 
l
般
会
計
歳
入
歳
出
亨
算
に
計
上
し
て
､
基
金
花
柄
入
す

る
i
g
の
･
と
す
る
｡

(
線
香
運
用
)

第
六
条
)
　
町
長
は
'
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
'
確
実
を
練
戻
し
の
方
法
､
､
触
聞
及
び
利
率

を
定
め
て
'
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
換
わ
替
え
て
連
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
O

-

(
委
　
任
)

第
七
桑
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
'
基
金
打
の
管
理
に
関
し
必
要
を
事
項
は
'
町
轟
が
定
め
る
｡
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こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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